
公         告  

 

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ３ ４ 条 第 １ 項 の 規 定

に 基 づ き 、 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に よ る 随 意 契 約 を 行 う の で 、 次

の と お り 公 告 す る 。  

 

  令 和 ８ 年 ４ 月 ３ ０ 日  

 

田 原 市 長  山  下  政  良  

 

１  応 募 に 付 す る 事 項  

 (1) 件   名  田 原 市 児 童 ク ラ ブ ・ 学 習 指 導 員 運 営 業 務  

(2) 場   所  田 原 市 地 内  

 (3) 委 託 期 間  契 約 期 間 ： 令 和 ８ 年 ７ 月 上 旬 か ら 令 和 １ ２ 年 １ ０

月 ３ １ 日 ま で  

履 行 期 間 ： 令 和 ８ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 令 和 １ ２ 年 ９

月 ３ ０ 日 ま で  

(4) 概   要  

主 な 内 容 は 次 の と お り と し 、 詳 細 は 「 田 原 市 児 童 ク ラ ブ ・ 学

習 指 導 員 運 営 業 務 仕 様 書 」 の と お り と す る 。  

ア  田 原 市 児 童 ク ラ ブ 業 務 に 関 す る こ と  

  ・ 市 営 児 童 ク ラ ブ の 運 営 全 般  

・ 児 童 の 入 退 所 の 手 続 等  

・ 利 用 料 等 の 徴 収 代 行 及 び 保 険 加 入  

・ 職 員 の 労 務 管 理  



・ 消 耗 品 の 購 入  

・ 関 係 機 関 と の 連 携  

・ そ の 他  

イ  学 習 指 導 員 業 務 に 関 す る こ と  

   ・ 市 内 学 校 等 へ の 学 習 指 導 員 の 配 置 、 労 務 管 理  

   ・ 配 慮 が 必 要 な 児 童 ・ 生 徒 の 安 全 確 保 ・ 生 活 支 援 ・ 行 動

面 の 自 立 を 促 す 支 援 及 び 見 守 り に 対 す る サ ポ ー ト 業 務  

   ・ 関 係 機 関 と の 連 携  

２  応 募 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項  

 (1) 契 約 締 結 時 に お い て 、 田 原 市 の 「 令 和 ８ ・ ９ 年 入 札 参 加 資 格

者 名 簿 」 以 下 の 業 務 分 類 に 登 録 が 見 込 ま れ る こ と 。  

ア  「（ 大 分 類 ） ０ ３ ． 役 務 の 提 供 等 」、「（ 中 分 類 ） １ ６ ． そ の

他 の 業 務 委 託 等 」、「（ 小 分 類 ）９ ９ ．そ の 他（ 包 括 業 務 委 託 ）」  

 (2) 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ６ ７ 条 の

４ 第 １ 項 の 規 定 に 該 当 し な い こ と 及 び 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基

づ く 本 市 の 入 札 制 限 を 受 け て い な い こ と 。  

 (3) 田 原 市 工 事 請 負 契 約 等 に 係 る 入 札 参 加 停 止 措 置 要 領 （ 平 成 １

９ 年 ２ 月 １ 日 施 行 ） に 基 づ く 入 札 参 加 停 止 の 措 置 又 は 田 原 市 発

注 契 約 に 係 る 暴 力 団 等 排 除 措 置 要 綱 （ 平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 施 行 ）

に 基 づ く 入 札 参 加 停 止 の 措 置 を 受 け て い な い こ と 。  

 (4)  会 社 更 生 法（ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ）又 は 民 事 再 生 法（ 平

成 １ １ 年 法 律 第 ２ ２ ５ 号 ） に 基 づ き 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れ

て い る 者（ 手 続 開 始 決 定 後 、資 格 の 再 認 定 を 受 け た 者 を 除 く 。）

で な い こ と 。  

 (5) 令 和 ３ 年 度 以 降 に 、児 童 福 祉 法（ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ）



第 ６ 条 の ３ 第 ２ 項 に 規 定 す る 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 を 実 施

又 は 事 業 運 営 を 受 託 し た 実 績 を 有 し て い る こ と 。 他 の 自 治 体 の

受 託 実 績 に つ い て は 、 人 口 規 模 が ４ 万 人 以 上 の も の を 対 象 と す

る 。  

(6) 参 加 申 込 み を 複 数 の 企 業（ 構 成 員 ）で 構 成 さ れ る グ ル ー プ（ 以

下「 入 札 参 加 グ ル ー プ 」と い う 。）で 参 加 す る 場 合 は 、次 の と お

り と す る 。  

ア  入 札 参 加 グ ル ー プ 結 成 の 協 定 書 兼 委 任 状 に よ り 定 め ら れ た

代 表 者 が 、 申 請 手 続 を 行 う も の と す る 。  

イ  (1)に つ い て は 、 代 表 構 成 員 が 該 当 し て い れ ば 良 い も の と す

る 。  

ウ  入 札 参 加 グ ル ー プ の 構 成 員 は 、 単 独 又 は 他 の 入 札 参 加 グ ル

ー プ の 構 成 員 と し て 重 複 し て 申 込 み を す る こ と は で き な い 。  

３  企 画 提 案 の 実 施 方 法 等  

  「 田 原 市 児 童 ク ラ ブ ・ 学 習 指 導 員 運 営 業 務 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル

実 施 要 領 」、「 田 原 市 児 童 ク ラ ブ ・ 学 習 指 導 員 運 営 業 務 仕 様 書 」 及

び 「 田 原 市 児 童 ク ラ ブ ・ 学 習 指 導 員 運 営 業 務 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル

評 価 基 準 」（ 以 下 「 実 施 要 領 等 」 と い う 。） の と お り と す る 。  

４  実 施 要 領 等 交 付 期 間 、 交 付 場 所 等  

 (1) 交 付 期 間  

   令 和 ８ 年 ４ 月 ３ ０ 日 （ 木 ） か ら 令 和 ８ 年 ５ 月 １ ５ 日 （ 金 ） 午

後 ５ 時 ま で  

 (2) 交 付 方 法  

   実 施 要 領 等 の 交 付 は 、 田 原 市 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ に お い て 行 う

も の と す る 。  



５  参 加 表 明 書 類 の 提 出  

(1)  提 出 期 限  

令 和 ８ 年 ５ 月 １ ５ 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 ま で  

(2) 提 出 方 法  

田 原 市 教 育 部 生 涯 学 習 課 へ 持 参 又 は 電 子 メ ー ル に よ り 提 出

す る も の と す る 。 電 子 メ ー ル の 場 合 、 件 名 を 下 記 の と お り 記

載 す る こ と 。 な お 、 い ず れ の 場 合 も 確 認 の た め 、 事 前 に 電 話

連 絡 す る こ と 。（ 件 名 ：【 会 社 名 】「 田 原 市 児 童 ク ラ ブ ・ 学 習 指

導 員 運 営 業 務 プ ロ ポ ー ザ ル 参 加 表 明 に つ い て 」）  

６  企 画 提 案 書 等 の 提 出 期 限  

 (1) 提 出 期 限  

   令 和 ８ 年 ６ 月 １ ２ 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 ま で  

 (2) 提 出 方 法  

田 原 市 教 育 部 生 涯 学 習 課 へ 持 参 又 は 郵 送 す る も の と す る 。 持

参 の 場 合 は 時 間 調 整 の た め 、 来 庁 前 日 ま で に 電 話 連 絡 を す る こ

と 。 郵 送 の 場 合 は 必 ず 簡 易 書 留 郵 便 と し 、 発 送 の 前 に 電 話 連 絡

す る こ と 。 作 成 デ ー タ も 併 せ て 電 子 媒 体 （ Ｃ Ｄ － Ｒ 等 ） を １ 枚

で 提 出 を す る こ と 。  

 (3) 提 案 上 限 額  総 額 金 １ ,０ ４ ８ ,２ ７ ６ 千 円 （ 消 費 税 及 び 地 方

消 費 税 を 含 む 。）  

上 記 金 額 は 契 約 時 の 予 定 価 格 を 示 す も の で は な く 、 提 案 内 容

の 規 模 を 示 す た め の も の で あ る こ と に 留 意 す る こ と 。  

見 積 書 を 提 出 す る 際 は 、 こ の 金 額 を 超 え て は な ら な い 。  

７  優 先 交 渉 権 者 の 選 定 方 法  

  「 田 原 市 児 童 ク ラ ブ ・ 学 習 指 導 員 運 営 業 務 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル



評 価 基 準 」 の と お り と す る 。  

８  特 に 定 め た 事 項  

  前 払 金 に つ い て は 、 行 わ な い も の と す る 。  

９  契 約 保 証 金  

 (1) 契 約 の 相 手 方 は 、 田 原 市 財 務 規 則 （ 昭 和 ４ １ 年 田 原 町 規 則 第

１ 号 。以 下「 財 務 規 則 」と い う 。）第 １ ２ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 契 約 金 額 の １ ０ ０ 分 の １ ０ 以 上 の 契 約 保 証 金 を 納 め な け

れ ば な ら な い 。  

 (2) 契 約 の 相 手 方 は 、 財 務 規 則 第 １ ２ ６ 条 の 規 定 に よ り 担 保 の 提

供 を も っ て 契 約 保 証 金 の 納 付 に 代 え る こ と が で き る 。  

 (3) 財 務 規 則 第 １ ２ ７ 条 の 規 定 に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 契 約

保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 を 免 除 す る こ と が で き る 。  

１ ０  問 合 せ 先  

  教 育 部 生 涯 学 習 課  電 話 ０ ５ ３ １ － ２ ３ － ３ ６ ３ ５  


